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基発第 0331038号

平成 21年 3月 31日

厚生労働省㌧労働基準局

法務省刑事局長 殿

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について

標記について､石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 (平成 21年厚生労

働省令第 9号)が､平成 21年2月5日に公布 され､船舶の解体等の作業に係る

措置を除き､平成 21年4月1日から施行されることとされたところである｡

本省令改正により､石綿障害予防規則 (平成 17年厚生労働省令第 21号)節

14条第 1項に規定される呼吸用保護具は､電動フアン付き呼吸用保護具又はこ

れと同等以上の性能を有する空気呼吸器､酸素呼吸器若 しくは送気マスクに限

ることとされたところであるので､連絡する｡
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参考2

基 発 第 02 1800 1号

平 成 2 1年 2 月 18 日

都道府県労働局長 殿 ･

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第9号,_以下 ｢改正省令Jとい

う))及び石綿使用建築物等解体等兼務特別教育規程の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示

第23号〉以下 ｢改正告示Jという⊃)が､平成21年2月5日に公布及び公示され､一部の規定を除き､

それぞれ､同年4月1日から施行し､及び適用することとされたところであるが､その改正の趣旨､

内容等については､下記のとおりであるので､その施行に遺漏なきを期されたいJ

記

第1 改正の趣 旨

改正省令及び改正告示は､ ｢建築物の解体等における石綿ぱく露防止対策等検討会｣におけ

る検討の結果を踏まえ､石綿による労働者の健康障害の防止を徹底するため､石綿障害予防規

則(平成17年厚生労働省令第21号｡以下 ｢石綿則｣という=)及び石綿使用唖築物等解体等業務

特別教育規程(平成17年厚生労働省告示第132号,以下 ｢規程｣という=)について所要の改正

を行った ものである_.

第2 改正の要点.

1 改正省令関係

(1) 石綿則の一部改正(改正省令第1粂関係)

ア 〕拝前調査の結果の掲示(石綿則第3粂関係)

石綿則第3粂第1項各号に掲げる作業を行 う作業場には､石綿則第3条第1項及び同条第2

項の規定により行った当該睦美物等における石,綿等の使用の有鯉に関する調充を終了し

た年月 日並びに当該.=IF.q査の方法及び結果の概要について､労働者が見やすい箇所に掲示 し

なければならないこととしたことニ

イ 矧経の摺符を訊ずべき作業の範囲の拡大等(石綿則第6条及び第7条関係)

石綿則第5条第l項第1号に規定する体温材､耐火披昭材響(以下単に ｢曝温材､ITU付火被紹

材等｣とい う_)の除去の作菜であって､石綿Rり第13灸第1項第1号･の石綿等の切断､穿孔､

Ll')f麿等の作菜が伴う+｡･Dを､吹き付けられた石綿等の除去の作叢と同鰍 こ隔舵の措luPIを講

L:なければならない作業としたこと

り 隔離tJ)措'U程と†jHをて(-,推ずべき措Iall(稲 細 り節6粂l別系)



隔離の措置を講 じた際には､隔離された作:･lEL場所の排気に集じん ･排気装置を使用する

こと､当該作菓場所を負圧に保つこと､当該作業場所の出入口に前室を設置することを義

務付けることとしたこと=また､これ らと同等以上の効果を有する措置を講 じたときは､

この限 りでないものとしたことニ

エ 隔離の措置の解除に当たり言桝 :べき措置(石綿則第6条関係)

隔離の措置を言推じた際には､あらかじめ､石綿等の粉 じんの飛散を抑制するため､隔離

された作黄楊所内の石綿等の粉じんを処理するとともに､吹き付けられた石綿等又は張 り

付け られた保温材､耐火披符材等を除去 した部分を湿潤化した後でなければ､隔離の措置

を解いてはな らないこととしたこと｡

オ 電動フアン付き呼吸用保護具の使用(石綿則第14条関係)

隔離 された作業場所において､吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させ

る場合に使用 させる呼吸用保礎具を､電動フアン付き呼吸用保護具又はこれ と同等以上の

性能を有する空気呼吸器､酸素呼吸器若 しくは送気マスクに限ることとしたこと｡

カ 船舶の解体等の作菜に係る措置について (石綿則第3条､第4条､第8条､第9条､第14条

及び第27粂関係)

建築物又は工作物の解体等の作菜に係る規定の うち､石綿則第3条(事前調査)､第4集(作

業計画)､第8粂(石綿等の使用の状況の通知)､第9条 (建築物の解体工事等の条件)､第13

粂 (石綿等の切断等の作業に係る措置)､第14条 (呼吸用保誠具の使用)及び第27粂(特別の

教育)について､船舶(鋼製の船舶に限る:以下2の(I)のイ及び第3の1の(1)のイを除き同

じ｡)の解体等の作黄についてi)適用することとしたこと亡

(2) 施行期 日(改正省令附則第1条関係)

改正省令については､平成21年4月1日から施行することとしたこと匂ただし､(1)のカに

ついては､同年7月=]から施行することとしたこと,

(3) 経過措置 (改正省令附則第2粂及び第3粂関係)

ア 平成21年4月1日において現に行われている吹き付けられた石綿等の封 じ込め又は石綿

則第13粂第1項第1号の石綿等の切断､穿孔､研磨等の作黄を伴 う囲い込みの作業について

は､改正後の石綿則第6条の規定は適用せず､改正省令による改正前の石綿則第6条の規定

が適用 されることとしたことモ

イ 改正省令の施行前にした行為及びアにより改正前の石綿則第6条の規定が適用される場

合における改正省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については､なお従前の例に

よることとしたこと=

2 改正告示関係

(I) 規程の-部改正

ア 石綿の有事性の科 目について､その維凹に ｢r)R腰の彫背｣を追加 したことエ

イ 石綿等の粉 じんの発散を抑制するための括lF,:の科 目について､その範囲に r船舶 (鋼製

の船舶にr;lきる=)の解体等の作業の方法｣を追加 したこと:

り 搾油具の他用方法の科 目について､教育を行 うべき放牧駅の時間を1時間に改正 したこ

し

(2) 適用｢1

改37-:'告示についてtj:､平J戊21年1月1日から適用することとしたこと.ただ し､(日のイに

/)いては､同',1-=7)jl卜】から鳩川することとしたこと:



第3 細部事項 ･

1 石綿則関係

(1) 第3桑関係

ア 事前調査を行わなければならない作業として､斬T=に､船舶の解体等の作業を追加 した

ものであること=

イ 第1項の ｢鋼製の船舶｣とは､船体の主たる構造材が鋼製のものをいうものであること;

り 第3項第1号の ｢前項の調査を行った場合は前二項の調査を終了した年月日Jとは､第1

項及び第2項のそれぞ2-Lの調査が終了した年月日の うち､遅いものを記磯すればよいもの

であること=

エ 第3項第2号の調査の方法の概要とは､設計図藩等の調査に使用した主な老境の名称､第

2項に規定する分析を行ったかどうか､第2項ただ し書の場合においては､石綿等が吹き付

けられていないことを確認 した旨等について､筒音掛こ記赦すればよいこと⊃

オ 第3項第2号の結果の概要とは､石綿等の使用の有無のほか､吹き付けられた石綿等の有

無､石綿が使用されている建材の縄額等及び第2項に規定する分析を行った場合は､当該

分析の対象物､分析結果琴について､純潔に記撒すればよいことっ

カ 掲示方法については､有碓溶剤中毒予防規則第二十四条第-項の姐定により掲示すべき

事項の内容及び掲示方法(昭和47年労働省告示第123号)第4号を参考にすることユ

キ 平成17年8月2日付け基安発第0802003号 ｢建築物等の解体等の作業を行 うに当たっての

石綿ぱ く露防止対策等の実施内容の掲示について｣に示す掲示の例に､第3項各号に掲げ

る事項を併せて記収の上､労働者の見やすい箇所に掲示することとしても差 し支えないこ

と｡

(2) 第4粂関係

作業計画の作成を行わなければならない作業として､新たに､石綿等が使用されている船

舶の解体等の作業を追加した ものであること=

(3) 第6条関係

ア 作業場所を隔離 しなければならない作業として､新たに､保温材､耐火被招材等の除去

の作業(石綿則第13粂第1項第1J｡,-の石綿等の切断､穿孔､研磨等の作弟を伴 うものに限る=)

を追加 したi)のであること,併せて､隔離の措'uTiに加えて喜経ずべき措置を規定した もので

あることコ

イ 第1項柱LLJ:-=きの ｢同等以上の効果を有する梢倍｣ としては､次の方法により石綿等を除

去す る方法があるほか､今後の技術の進頃等により新たな石綿等の飛散防止方法がPHヲたさ

れた場合において､当該飛散防止方法が r同等以上の効果を有する措剛 に当たると認め

られ るときにおける当該飛散防止槽LEtも含む ものであること=

(ア) グローブ- ツグを使用 して石綿等を除去する方法

(イ)破損等,I)ない良好な状態のFL=_恨折版を､湿潤な状態で手ばらし等により鮎脈り断熱材

をつけたまま除去する方法

ウ 第1項第2号の作顎には､保温材､耐火披相打与uJi張 り付けられた地相等を当該供温材､

耐火披TLI材等が使用されていない部分の切EiJ'T等により除去する作業は含まれず､当捌 乍菜

:=Ej:第7条の規定が適用されるもLr)であろこと

_l-- 第2項節l号の rそれ以外の作業を行 う作業JiiJ所か ら隔IL.;3TEする｣とは､石綿等の除去等を

行 う作菜場所をビニールシー ト等で紹うこと等に より､71-細等Lr)粉じん/.JJt他I)I)作茄場所に

那れないよ うにすることであること=



オ 第2項第2号により設置するろ過集 じん方式の集 じん ･排気装置については､当該装置か

ら排気 される空気が清浄化されている必要があり､そのための有効な集 じん方式として

は､ 日本工業規格Z8122に定めるHEPJlフィルタを付ける方法があること=また､作業の開

始前その他必要なとき､装置が有効に稼榊できる状態にあるか確認する必要があること=

カ 集 じん ･排気装置は隔離された作業場所を十分換気できる能力のものを使用する必要が

あり､作業場所の気積によっては複数の集じん .排気装-lg.を設置す る必要があること=

キ 第2項第3号の ｢負圧に保つ｣とは､隔郎された作業場所の出入口から当該作業時所内部

の空気が満えいしていない状態をいい､当該状態の確認に当たっては､集 じん ･排気装置

を使用 している状態で､当該作兼場所の出入口においてスモー クテスターを使用すること

等の方法があること=

ク 第2項第4号の ｢前室Jとは､隔離された作兼場所の出入 口に設けられる隔離された空間

のことであること=

なお､前室内に洗浄設備を設けた場合であっても､第31条に基づく洗浄設備は前室以外

の場所に設ける必要があること,

ケ 第3項の ｢除去 した部分を湿潤化するJとは､表面に皮膜を形成 し粉 じんの飛散を防止

することができるような薬碑等により行 う必要があることモ

(4) 第7粂関係

保温材､耐火被昭材等の除去の作業(石綿則第13粂第1項第1号の石綿等の切断､穿孔､研

磨等の作業を伴 うものに限るC)については､第6粂第1項の規定により同条第2項各号の隔離

等の措置が義務付けられたことに伴い､第7条第1項第1号の作黄から除外することとした も

のであるが､第6条第2碩第1号の ｢それ以外の作業を行 う場所から隔離する｣とは同条第1項

各号の作兼に従事す る者IJ以外の者が立ち入ることがないよ うにしておかなければならない

ものであり､当該者の立入 りが認められることとなるものではないこと⊃

(5) 第8灸､第9条関係

ア その発注者が､請負人に対 し､石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならな

い作菜及びその注文者が､労働安全衛生法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付

さないように配慮 しなければならない作業として､新たに､船舶の解体等の作業を追加 し

た ものであること｡

イ 哩築物の読破､提供等の契約において石綿則節3条第1項各号の作業を行わせることが前

提 とされている場合には､当該作･Sさを行わせることとなる者は当該契約の態様にかかわら

ず r発注者｣に該当し､石綿則第8粂及び第9条の規定が適用されること=

(6) 第13粂関係

石綿等を湿潤な状態なものとしなければならない作顎として､新たに､石綿等が使用され

ている船舶の解体等の作業を追加したものであること=

なお､船舶に係 る作叢であっても､改正前の石綿則第13粂第1碩各号に掲げる作業に該当

する場合には､既 に石綿別の関係規定が適用されている1°のであること=

(7) 第1壬条関係

ア ｢電動フアン付き呼r汲J削暴言垂具｣とは､日本コ二第規格T81.37!='Jfrめる規格に適合するむ

･J)の うち､防言塵率が99,90｡以上の もU-)(円本T.菜規格T8Ⅰ57の1.1においてS雑の f)の)であっ

て､フィルタの捕集効率が99.98,,以 仁のもの(円本 II_業)別各T8157の･12において.1納J)JL,の)

をい うこと

イ 空気呼P)1諾圭とlil日に1-_莱).訳J打rR1.35に'JjI/j)ろ娩格に埴合する1号気岬lulii詩文はこれと同S;-:



以上の性能を有する空気呼吸器をいい､酸素呼吸器とは日木工菓規格117601著しくtj:日本

工業規格T8156に定める規格に適合する酸素呼吸器又はこれらと同等以上の性能を有する

酸素呼吸器､送気マスクとは日本工業規格T8153に定める規格に適合する送気マスク又は

これと同等以上の性能を有する送気マスクをいい､これらのうち､電劫フアン付き呼吸開

帳祐具と同等以上の性能を有するものとして､例えば､フレッシャデマン ド形や一定流星

形のエアラインマスク等があることモ

ク ｢同条第1項第1号に掲げる作業｣とは､吹き付けられた石綿等を除去する作業に伴う一

過の作業をいい､例えば､隔離された作業場所における､除去した石綿等を袋等に入れる

作業､現場監督に係る作業等についても含まれるものであること:

なお､これ らの作業を行うため1-5,;L前に行 う作業(足場の設置の作業等)等については含ま

ないものであること:

(8) 第27粂関係

ア 石綿等が使用されている船舶の解体等の作業が､事業者がその業務に労働者を就かせる

ときに当該労側者に対し特別の教育を行わなければならない作菜とされた ものであるこ

と⊃

イ 過去に特別の教育を受けた者であって､改正告示による改正後の規程に定める科目､範

囲又は時間を満たさないものについては､第2の2の(2)の適用日以降は､改めて特別の教

育を行 う必要があることもただし､改正告示による改正前の現役に基づき､過去に受けた

特別の教育の科目､抱囲及び時間(他の事業場において受けたものを含むゥ)については､

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定により省略することができ､第

2の2の(2)の適用日以降に改めて特別の教育を行 う必要は紹いこと;また､改正告示によ

る規程の改正により､新たに追加された特別の教育の科目の範囲及び時間についても､過

去に同様の教育を受けていた者については､同条の規定により省略できること⊃

2 規程関係

(1) ｢喫煙の彩響｣には､石綿と喫煙の相乗作用の結果､著しく肺がん発症の リスクを高める

といわれていることが含まれること.,

(2) 保誰具の使用方法の科目における最低限行 うべき特別の教育の時間の延長は､当該科目の

範間の拡大に伴 うものではないが､供述具の使用方法について十分な特別の教育が行われる

必要があることから延長するものであることこ

なお､当該科 目については､防じんマスクの顔面-の密ノ馴生の確認等による適正な使用の

方法､偶守管理の方法その他の.1°則こついて特別の教育を行 う必安があり､平成17年2月7日

付け進発第0207006号 ｢防じんマスクの選択､使用等について｣等に留故すること‥

第･l 関係通達の改正

1 平成17年3月18日付け基発第031SOO3号通達の一部改正

平成17年3月18日付け)iSヲ芭第0318003号 ｢石綿肺寄予防規則の施行について｣の-一郎を次のよ

うに改j]三する‥

記の第3の2の(1)のりを次J)ように改める:

り 削除

記の:打ち'3の2lJ)(5)のアを次のように改める:

ア 立入崇JLl.a)IlJ染となる作業粗 野とlj:､作業域F̂H=おいてti'i該作菜が行わ2Lていろ胴'川 )作

業j馴jJ-rをいうものであり､必ず しも!1-空､プ('井斜 こIk))rT(lLqされる托城までせいうそ)のではな



いこと=

2 平成17年7月28日たけ十基発第0728008号通達の一部改正

平戒17牢7月28日付け基発第0728008号 r石綿ぱく露防止対策の推進について｣の一郎を次の

ように改正する=

記の第2の1のく3)を次のように改める=

(3) 平戒17年8月2日付け基安発第0802001号 r唾薬物等の解体等の作業を行うに当たっての石

綿ぱく露防止対策等の実施内容の掲示についてJをもって､関係事菜箸団体等に対し､C計

画届又は作業届の届出を巽する作業､②計画届又は作業届の届出は要さないが石掛 まく霜防

止対策を誹 じる必要のある作業､③石綿を使用 していない建築物等の解体等の作業のそれぞ

れについて､石綿ぱく蕗防止対策等の実施内容等を関係労働者のみならず周辺住民へ周知す

るために作業現場の見やすい場所に掲示することを要請していること=また､石綿則第3条

により､建築物等の解体等の作業について､石綿等の使用の有無の調査を終了した年月日並

びに調査の方法及び結果の概要の掲示が義務付けられているところ､本掲示についても､関

係労働者のみならず周辺住民にも見やすい場所に掲示することが望ましい旨､平成21年2月1

8目付け基経第0218002号をもって関係事業者団体等に示していることっこれらについてあら

ゆる機会を捉えて､その周知､徹底を図ること,

記の第2の2の(2)のアの(イ)の①中 ｢及びJを ｢､石綿等が使用されている保温材等の除去

作業(石綿等の切断等の作業を伴うものに限る,)及びJに､ ｢を隔離する｣を ｢の隔離その他

の措置を行 う｣に改め､同②中 ｢除去作業｣を ｢除去作業(石綿等の切断等の作業を伴 うもの

を除くゥ)｣に改める亡

別添記中 ｢除去､封じ込め､囲い込み(切断等を伴 うものに限る=)の作業｣を ｢除去作業等｣

を干､ ｢隔肌 を ｢隔離軌 に､ ｢保温材｣を ｢石綿等の切l折､穿孔､研磨等の作業を伴わない
保温材｣に､ ｢､断熱材｣を ｢等｣に､ ｢除去作業､吹き付けられた石綿等の囲い込み(切断

等を伴わないものに限る=)の作業｣を ｢除去作業等｣に改める=


